
「佐久市介護保険事業計画等策定懇話会」 

「佐久市地域密着型サービス運営委員会」 次第 

 

日 時  平成２６年１０月２３日（木） 

午後 １ 時1５分から 

場 所  佐久市保健センター２階 

      集団指導室 

１  開      会 

 

２  会長あいさつ 

 

３  会 議 事 項 

「佐久市介護保険事業計画等策定懇話会」 

（１）  佐久市第6期介護保険事業計画・老人福祉計画について  ・・・・・・・・・・ 資料№１   

 

（２） 「第５期佐久市介護保険事業計画」実績について   ・・・・・・・・・・・・・・・ 資料№２   

 

（３） 「老人福祉計画実績」について              ・・・・・・・・・・・・・・・ 資料№３ 

 

（４） 施設整備意向調査結果について            ・・・・・・・・・・・・・・・ 資料№４ 

 

（５） その他 

 

「佐久市地域密着型サービス運営委員会」  

（１） 佐久市指定地域密着型サービス事業所指定更新について  ・・・・・・・ 資料№５ 

 

（２） その他 

 

 

４  その他 

 

 

５  閉     会 



（１）佐久市第６期介護保険事業計画・老人福祉計画について 
 

第６期介護保険事業計画の策定にあたって 
 

① 計画策定の必要性と意義 
 

介護保険事業を円滑に進めるためには、要介護者等のニーズや実態を踏まえたサービスの提供

をしていく必要があります。 
 市域におけるサービス基盤の整備や保険給付の適正化を図るなかで、市で設定する介護保険料

は、介護サービス見込量等を基に算出されていることから、この介護保険事業計画は「給付と負

担」の関係を明らかにするものであると言えます。 
 従って、市ではこの「第６期介護保険事業計画」を定めることにより、期間内におけるハード

（施設整備）及びソフト（地域支援）事業を計画的に実施してまいります。 
 なお、本計画は老人福祉法第２０条の８及び介護保険法１１７条に基づき「老人福祉計画」と

一体的に策定すべきものとされておりますので、以下、介護保険事業計画として表記します。 
 

② 計画期間 
 
介護保険事業計画の計画期間は３年間です。これは、介護保険料は３年間同額で実施されてい

ることから、保険者（市）の財政と密接に関連しており、均衡を図るために見直しを行います。 
 介護保険事業計画は、平成１２年度からスタートし、現在、第５期計画が実施されています。 
今年度（平成２６年度）は第５期計画期間の最終年度であり、次期の第６期の計画を策定する

年度となります。 
 

介護保険事業計画の実施期間 

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 
                 現在 
   第４期 

第５期 
   第６期 

                               第７期 
  

 
③ 第６期計画の位置付け等 

 
現在の第５期計画は、市としての策定方針を定め事業が進められています。 

また、第５期計画は、第４期の計画時に見込んだ平成２６年度の目標達成にいたる最終段階とし

て位置付けられているものであり、第４期計画の基本的な考え方をほぼ踏襲したものになってい

ます。 
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 第６期計画は、団塊の世代が６５歳になる２０２５年に向けて、第５期で開始した地域包括ケ

ア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していきます。また、

２０２５年までの中長期的な視野に立った施策の展開を図ることとなりますが、介護予防サービ

スの一部事業化や費用負担等、国においては様々な見直しが行われておりますことと、市内の高

齢者を取り巻く環境が変化してきていることから、市の施策について検討します。 
 

（第６期介護保険事業計画のイメージ） 
                  
 
             ①介護認定者               ②元気高齢者 

                  実態調査                 実態調査 
 
    
       

協議・策定     第６期介護保険事業計画 

 
 
                                           ④地域包括 
 ③施設等に関           支援センター居宅 

 する整備意向            介護支援事業所 

調査                との意見交換 

 
 
 

④ 計画策定に関連した国の制度改正 
 

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針が示され、その中

で、地域包括ケアシステムの構築及び介護保険制度の持続可能性の確保ため、 
ア 地域支援事業の充実 
イ 低所得者の一号保険料軽減の強化 
ウ 予防給付のうち訪問介護及び通所介護の地域支援事業への移行 
エ 特別養護老人ホームへの新規入所者を原則介護度３以上の高齢者に限定すること及び所

得・資産のある方の利用者負担の見直し等を一体的に行う 
介護保険制度の改革が行われました。 
これらの内容を踏まえながら、介護保険料の試算についても、県のヒアリングや協議を進める

なかで、今後提示していく予定です。 
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単位：人

２０年度末 ２１年度末 ２２年度末 ２３年度末 ２４年度末 ２５年度末 ２６年７月

4,132 4,267 4,466 4,527 4,774 4,847 4,894

前年度比 1.03 1.05 1.01 1.05 1.02 1.01

第3期 第4期 第5期

単位：人

要支援１ 要支援2 要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計

４月 284 502 854 1,013 829 717 588 4,787

５月 284 496 851 1,015 832 710 581 4,769

６月 294 500 850 1,032 837 709 594 4,816

７月 293 502 876 1,028 830 725 588 4,842

８月 292 514 880 1,036 812 712 609 4,855

９月 307 521 890 1,049 804 717 618 4,906

１０月 304 542 897 1,051 806 701 619 4,920

１１月 303 549 901 1069 791 702 610 4,925

１２月 296 550 912 1060 798 694 613 4,923

１月 296 545 901 1,043 769 685 600 4,839

２月 299 548 923 1,051 772 673 615 4,881

３月 296 540 924 1,051 758 676 602 4,847

２．平成２５年度　要介護度別認定者数

１．年度別　介護保険要介護認定者数

介護保険　要介護・要支援認定者の状況について
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